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Madrid e-Filingとは
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• WIPOが提供する商標の国際出願のためのオンラインサービス

• 2022年６月の日本の参加により、17の国・地域の知財庁が利用

主な特徴

• 基礎データのインポートによる出願の作成

• Madrid e-Filingを利用した正確な出願

• e-FilingからのWIPOへの手数料納付

• 本国官庁と申請人の間の通信

• WIPOと申請人の間の通信

WIPO HP
https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/efile/

※主な特徴についてはJPOに提出する場合を想定

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/efile/


本日の構成
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• Madrid e-Filing利用した商標の国際登録出願（以下マドプロ出願）の
手続方法についてe-Filing操作デモを用いて説明します

✓ 出願の作成、本国官庁JPOへの提出

✓ 本国官庁への応答（JPOからの不備連絡と応答）

✓ WIPO欠陥通報への応答



JPOへ手続する場合の利用方法
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• 事前準備
• JPO HPよりMadrid e-Filingのログインページにアクセス

• 事前準備：WIPOアカウントの作成

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipotouser/wipo_madrid_efiling.html


JPOへ手続する場合の注意点
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注意点

• Madrid e-Filingを用いる場合も本国官庁手数料は特許庁に納付する必要がある

（e-Filingにより納付できるのはWIPOへ納付する手数料のみ）

• 本国官庁への手数料納付完了後、本国官庁は本国認証を実施

• WIPOへの手数料納付完了後、本国官庁はWIPOに出願を送付可能

• 基礎とする商標出願・商標登録の情報がWIPO Global Brand Databaseに収録されて
いる必要がある

https://branddb.wipo.int/branddb/en/


操作デモ
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デモンストレーションで説明します。

出願の作成
本国官庁へ

の応答

WIPO欠陥通

報への応答


